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農
地
は
、
あ
な
た
に
と
っ
て
貴

重
な
財
産
で
あ
る
と
と
も
に
、
有

限
な
資
源
で
す
。

　

農
地
は
、食
料
の
生
産
や
国
土
・

環
境
の
維
持
・
保
全
な
ど
、
た
い

へ
ん
大
切
な
役
割
を
持
っ
て
い
ま

す
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
農
地
の
取
得
は

「
耕
作
を
す
る
者
」
以
外
に
は
認

め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
「
農
地
を
荒
ら
さ
ず
作
る
も
の
」

が
、
農
地
を
持
つ
者
の
勤
め
だ
と

言
え
ま
す
。
き
ち
ん
と
耕
作
さ
れ

て
い
る
か
ら
こ
そ
、
農
地
と
し
て

の
役
割
を
果
た
せ
る
の
で
す
。
耕

作
放
棄
の
ま
ま
放
っ
て
お
く
と
、

そ
の
機
能
を
損
な
う
ば
か
り
で
な

く
、
様
々
な
問
題
を
生
じ
、
周
囲

の
反
感
を
買
っ
た
り
、
農
家
と
農

家
以
外
の
方
と
の
対
立
を
も
生
み

か
ね
ま
せ
ん
。

　

何
ら
か
の
事
情
で
自
分
で
耕
作

で
き
な
く
な
っ
た
ら
、
許
可
を
受

け
、
耕
作
で
き
る
人
に
使
っ
て
も

ら
う
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

少
し
で
も
、
農
地
を
耕
作
実
践

す
る
こ
と
こ
そ
、
農
地
の
遊
休
・

荒
廃
防
止
策
し
い
て
は
有
効
利
用

対
策
の
第
一
歩
と
い
え
ま
す
。
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○　農地を農地として「売買したい方」「貸し借りしたい方」「贈与したい方」等は農地法第３条の許
可申請が必要です。
　　ただし、農地を取得する方は耕作面積が、申請地を含めて１０アール以上ないと許可されません。
（賃借も同様です）
○　特に、所有権移転登記（売買・贈与）には３条の許可書が必要です。
　※相続登記の場合は、農業委員会の許可は必要ありません。
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○　自分の農地を自己のため転用（農家住宅・倉庫・駐車場等）の場合
　農地法第４条による許可申請が必要です。
○　農地を他人に転用を目的で売買（一般住宅・資材置き場等）の場合
　農地法第５条による許可申請が必要です。
　※４条・５条の許可書がなければ、地目変更登記は出来ません。
　（ただし現況証明申請が認められた時は、地目変更可能な場合あり）
　※農地を転用する場合には、法律上の制限があります。また、許可申請の手続きには、複雑な部分
もあります。円滑に手続きするため、申請前に農業委員会にご相談ください。
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